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i ）川崎市子ども夢Jトクをつくる

夏 井 賢
（川崎市教育委員会生涯学習推進課主任指導主事）

今年 1月に計画が発表された（仮称）川崎市子ども夢パークは、

川崎の子どもの、子どもによる、子どものための諸活動の拠点とし

て整備されるものです。これは子どもたちが自分の責任で自由に、

様々なことが体験できるプレイパーク的な場所として、全市的な子

ども活動の拠点とするものです。

川崎市では、川崎市教育懇談会から提案された、子どもたちによ

る自治を体験する「子どもふれあい村」構想に沿った形で、子ども

たちの自主性・主体性を尊重した「川崎子ども議会」や「子ども会

議」など、子どもの意見表明の場を保障しようとする様々な事業が

展開されて きま した。 また、川 崎市を子 どもた ち にと って元気 でい

きいき活動 できる “まち 対にす るこ とを 目指 して、 19 9 7 年度 か ら

川 l崎子ども・夢・共和国』事業も行われています。

（仮称）川崎市子ども夢パークは、4 月 1 日から施行された 「川

崎市子どもの権利に関する条例」を具現化するものとして、子ども

の居場所の確保、地域における子どもの自治的活動の支援、参カロ活

動の拠点 づ くりな どを 目指す と共 に、これ ら子 ども 関連事業 の集大

成の場となることが期待される場所です。

子どもの活動拠点とな りますので、基本構想から実施設計までの

各段階において、また完成後の運営に至るまで、子どもたちのアイ

ディアや意見・提案・要望を反映しながら事業を進めることが求め

られます。そ こで、公募 した 8 0 名ほ どの子 どもたち と現 在ワー クシ

ョップ を開催 していま す。そ こでは、予 定地 を見学 し、イ メージ を

創っても らい、 この場 所 に何 を求 め、どん な ことを した いのか 、そ

のためにどんな設備が必要かなどについて話し合い、絵を描き、設

計に取 り組む活動をしています。利用開始は 20 0 3 年度の予定です。

パークに参加 して
佐 野 孝 明＿（川崎市在住高校生）

夢パークは平成 13 年度中に工事が始まる予定です。私たちがや

つているのはその夢パークの 「構想」や「何が出来るか」「ここで

何を するのか」 を話 し合 い活動 してい ます。

その話し合いでは、皆でグループに分かれてその中で話 し合いを

する とい うもの にな ってい ます。 自分の意 志で司 会を したい とい う

中学生、高校生の有志が集まって打ち合わせを し、グループリーダ

ーと して話 し合 い を進め てい ます 。3 ／2 8 の第 3 国で は、今 ま でサ

ッカーを したい等の 漠然 と してい たもの を、絵 に して 、具体的 に し

ました 。今の所 、この次 にどうする かは、まだ決ま つていません が、

未だ 3 回目な のでも つと皆、仲良 くな りたい と思 います。

私は、夢パークを、いろいろな子どもや、地域の人が皆で仲良 く

使え る所 に したい と思 って います 。また 、い じめ られ ている子 の相

談も受け付けてくれる所にしたいな～と思っています。未だ活動の

途中なので感想とかはないですが、まだまだこれからですので暖か

く見守 って ください。

ところで、川崎では、子どもの権利に関する条例が出来ましたが、

まだ まだ広 ま つて いません 。夢パ ークが 出来 てそ こに釆 た人 たちか

らで も広が ってい くといいな と思いま す。
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国連・子どもの権利委員会に新委員

一 教育の専門家も参加ヘー

平 野

2 0 0 1年 2 月 2 6 日に開かれた第 8 国子どもの権利条約締約国会

議で、国連・ 手どもの権利委員会の委員 5 人の改選が行なわれた。

これによ り、第 2 7 会期 （今年 5 ～ 6 月）以降の委員会の以下の通

りとな る。＊印 は今回選 ばれ た委 員（サ ーデ ンバー ク委員のみ 再選）。

教育の専門家が 2 名加わる一方で、法的な議論が後退するおそれも

ある 。

くア ジア〉

＊イプラ ヒム・ アブ ドゥル・ アジズ ・アル ーシ エデ ィ （サ ウジア ラ

ビア／男性）

文化対外関係教育省副長官、サウジ児童福祉委員会事務局長。専

門は教育行政（修士号）で、ユネスコ国内委員会の事務局長なども

務めており、委員会が迎える初の教育専門家。

＊ガ リア・ モハ ド・ ビン・ハマ ド・アル ータニ （カ ター ル／女性 ）

小児科医。19 6 4 年生まれで責苛手の委員。小児科局長、医学教

育奨学局長などを務める。

＊セイシ ュ リー・ チ ュテ イクル （タイ／女性 ）

子ども・青年・女性・教育・社会開発担当相、上院議員 （女性 ・
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●■ 誤 裕 二 （子どもの権利条約ネットワーク運営委員）

子ども・青年・高齢者委員会委員長）、国連女性の地位委員会委員

などを歴任。専門は教育行政 （修士号）、教育心理学 （博士号）で、

やはり教育専門家としての活躍が期待できる可能性がある。国内外

の N G O からの支持も高い。

くア フ リカ〉

ア ウ・ヌデ イ工・ウ 工 ドラーコ （ブルキナ フ ァソ／女性）

ア ミナ・ ハムザ・ エル ーギンデ イ （エ ジプ ト／女性 ）

く西 ヨー ロ ッパ〉

ジュデ イス・ カープ （イ スラ工ル／ 女性）

エ リザベス・テ ィーゲル シュテ ッ ド一夕ー テラ （フ ィンラン ド／ 女性）

ヤー コブ・エ クバー ト・ ドゥク （オラ ンタノ 男性 ）

＊ル イギ・ チ ッタ レラ （イタ リア／男性 ）

人権法学者（法学博士）、省庁間人権委員会（外務省）事務局長。

国連総会第 3 委員

会や国連人権委員会へのイタリア代表団メンバー。

くラテンア メ リカ・ カ リブ諸国〉

＊マ リリア・サーデ ンバー グ （ブラ ジル ／女性）

外交官、科学・技術・技術協力局（外務省）局長。

子どもの権利条約第 2 回春査に向けて

N G O が活動問始

平 野

子どもの権利条約の実施状況に関する第2 国j政府報告書の提出期

限が5 月 2 1 日と迫 って い ます。 政府 側 も期 限ま での作 成・ 提 出に

努め る とい うこ とで 、多 少の 遅 れ はあ り うる にせ よ、遠 か らず 国

連・子どもの権利委員会に提出される見込みです。

第 1 回審査 （ 1 9 9 8 年 5 月）では、日本の N G O が委員会に提出

した情 報が フル活用 され 、充実 した審査 が行な われ ま した。第 2 国

賓査に向けても、条約および委員会の勧告の実施状況の検証、政府

との建設的対話、委員会への情報提供などの面で N G O がとりくみ

を進 めてい く必要 が あ ります 。

す でに、前 回の審 査で総 合的 な N G O レポ ー トを提 出 した 3 団体

が活動 を開始 しま した。 ひとつ は 「子 どもの権 利条約 N G O レポー

ト連絡会議」（事 務局連結先＝子 どもの人権連 T e卜0 3 －3 2 6 5 －

筆者も事務局責任者のひとりです。前回は、子どもの
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裕二 （子どもの権利条約ネットワーク運営委員）

人権連と反差別国際運動日本委員会 ＝ M A D R － J C ）の共同コ

ーデ ィネー トの形で N G O レポー ト『子 どもの権利 条約 日本 の課

題9 5 』（労働教 育セ ンター） を提出 する ととも に、フ ォロー ア ップ

と して 『子 ども の権利 条約 の これ か ら』（工 イデ ル研 究所 ）も刊 行

し ま した 。

も うひ とつ は、前 回 『“豊 かな国 ■■日本 にお レる子 ども期の 喪失』

（花 伝社 ） と題 す る N G O レポー トを提 出 した 「第 2 国子 ど もの権

利条約 市民・ N G O 報告書をつ くる会」（事務局連絡先 ＝D C l

日本支部T e l．0 3 －3 4 6 6 －0 2 2 2 ）です。また、日本弁護士連合会

（日弁連 ）も第 2 国賓査 に向 けた と り くみ を開 始 してい ます 。 3 団

体の連絡会を随時開催し、政府や委員会との関係で相互の調整を図

つて い くことも合 憲 されま した。

第 2 回報告書の審査は早くても2 0 0 3 年になる見込みです。



人種差別撤廃委員会の日本政府報告書審査から

前田 朗 （東京造形大学教授）

1 ．石原都知事発育は差別発言

人種差別撤廃委員会は3 月8 日と9 日に日本政府報告書を審査 し、

2 0 日に 「最 終所 見」 を公表 した。石 原発言 が 問5頭とされ た ことは

日本でも報道された。委員会の見解は次の通りである （翻訳は反差

別国際運動日本委員会を参照 した）。

「13 ．委員会は、高い地位にある公務員による差別的な性格を

有する発言、ならびに、とくに人種差別撤廃条約 4 条 cの違反の結

果と して 当局 が とるべき行 政上 または法律 上の措 置が と られ ていな

いこと、および当該行為が人種差別を扇動 し助長する意図がある場

合にのみ処 罰され うる とい う解釈 に懸念 をも って留意す る。締 約国

に対 し、かかる事件の再発を防止するための適切な措置をとること、

とくに公務員、法執行官および行政官に対 し、条約7 条に従い人種

差別 につな がる偏見 と闘 う目的で適切 な訓練 を行 うよ う求 める。」

石原発言が差別発言であるのに、日本政府が何の対処もしていな

いこ とが明確 に指 摘さ れてい る。審議 におい ても、次 のよ うな発言

が続いた。

「石原発言は三国人差別であり、外国人は犯罪者としている。残

念な がら日本政 府は何 の対応 も しなか った。」（ロ ドリゲス委員・ エ

クア ドル ）

「石原発言には非常に傷いた。これは表現の自由の問題ではない。

表現を通 じた他者への侵害である。石原発言を言論の自由などとと

いうが 、社会 に多 くの混乱 を起 こ し、アジアの労 働者 が排 除 された、

経済的な損害と精神的損害が実際に発生している。」（タン委員・中国）

「驚きを禁じえない。公の発言で外匡l人一般に対する表現を使 っ

ている。特定の人に対する差別行為や文書流布も暴力行為に匹敵す

る。他の人々の存在を否定する言論は、物理的暴力よりも激しい暴

力となる。」（ユーテ ィス委 員・ア ルゼ ンチン）

「日本は人種主義的動機による暴力を犯罪としていない。人種差

別に対処する法律を制定 し、処罰を行い、予防と教育を行うべきで

ある。法律 はシ ンボ リックな意 味もあ り、社会 において 無視 すべき

でな い価値観 を示す ことがで きる。」（デ・ クー ト委 員・ フランス）

「人種優越思想の表現の自由はない。石原都矢口事の差別的発言に

対応も 講 じられて いな い。 外国人 嫌悪 ポ スター が放置 さ れてい る。

在日朝鮮 人誹誘パ ンフ レ ッ トも配 布さ れてい る。外国人 嫌悪思 想の

5 充布、意図的扇動がなされれば、裏にある意図が何であれ犯行者を

起訴す るべきで ある。 日本 社会 が実際 にどの よ うに差別 を撤廃 する

のか知 りたい。 みんな でお祈 りするの か （あち こちか ら笑い が起き

る）。」（デイアコ ヌ委 員・ルーマ ニア）

こ う した審 査の結 果と して次 のよ うな「最終所見 」がま とめ られた。

「 1 1 ．委 員会 は 、条約4 条a・ b に関 して 日本が維 持 してい る留

保に留意する。委員会は日本政府の解釈が4 条に基づく締約国の義

務と抵触 する ことに懸念 を表明 する。人 種的優 越・ 憎悪 に基 づ くあ

らゆる 思想 の5充布 の禁止 は、表現 の自由 と両 立す る。

「12 ．人種差別の禁止一般 に閲し、委員会 は、人種差別それ自

体が刑法において明示的かつ十分に犯罪とされていないことを懸念

する。委員会は、人種差別を犯罪とすること、およびいかなる人種

差別行 為に対 しても 国内裁判 所お よび他の 国家1幾関を通 じて効果 的

な保護と救済措置を利用する機会を確保するよう勧告する。」

2 ．子 ども・ 教育 をめ ぐつて

子どもや教育についても、いくつもの発言があった。在日朝鮮人

に関す る発言の一部 を紹介 してお こ う。

「チ マチ ョゴ リ事件 は、 マス コ ミによ る核疑 惑騒 動 によ って事件

が発生 してい る。逮捕 は 1 6 0 件の事 件の うち僅か 3 件 とい うが本 当

か。」（デイア コヌ委 員）

「 表現の自由と暴力行為に関して、団体の規制法がない。委員会と

して は懸念 を有す る矧 題であ る。 日本 は 明 らか に4 条 を実施 して い

ない。破防法は、人種差別助長扇動団体に対 して適用されない」

（ユー ティス委員 ）

委員会 は次のよ うに指摘 する。

「14 ．委員会は、朝鮮人（主に子 どもや児童・生徒）に対する

暴力行為の報告、およびこの点における当局の不十分な対応を懸念

し、政府 が同様 の行為 を防止 し、そ れに対 抗する ための よ り断固 と

した措置 をとるよ う勧告す る。」

教育の権利 につ いてもみ ておこ う。

「外 国人の 子 ども には教育 を うけ る権利・ 義 務 を保障 する ことが

必要で ある。」（ロ ドリゲス委員 ）

「公立学校でハングル教育はなぜ認められないのか。」（デイアコ

ヌ委員 ）

「公立義務教育学校に外国人が希望すれば入れるというのは矛盾

である。義務教育なのに希望 して入学するというのは理解できない。

日本語 の授業 しか して いな いのはお か しい 。外匡信吾の授業 もするべ

きであ る。」（ピラ イ委員・ イン ド）

「 在 日朝鮮 人 につい て 日本 政府 報告 書は マイ ノ リテ ィとい う言 葉 を

用いていないがなぜか。民族名の重要性を指摘したいょ差別を恐れ

て日本 名を使 用する例 が多 いとい う。バイ リンガル な教育 を受け る

権利が認められるべきである。人種差別への対策には適切な法シス

テム が必要で ある。人 種差別 撤廃努 力を している とい うが 、撤廃 プ

ログラムは法律な しにで きるのか 。」（ソー ンベ リ委員 ・イギ リス ）

委 員会は次 のよ うに指摘す る。

「 1 5 ．外国籍の子どもに関して、委員会は、初等教育および前

期中等 教育が 義務教育 とな っていな い ことに留意 する。 日本政府 は

『 日本 の初 等教 育の 目的 は、 日本人 を教 育す る ことにあ るか ら、外

国人の 子 ども にかか る教育 を受け るよ う強制 する ことは適切 では な

い』 とい う。委 員会 は、統合 目的 を確保す るため に強制手段 を
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るこ とが不適切 な もので ある こと に同意 する。 しか し、3 集お よび

5 条（e）（∨）に閲し、異なった取扱基準を設けることが、人種隔離な

らびに教育、訓練および雇用についての権利の不平等な享受をもた

らすおそ れがあ る。 日本が 、人種 、皮膚の色 また は民族的若 しくは

種族的出身による差別なしに関連する権利の保障を確保するよう勧

告する。

「 1 6 ．委 員会 は 、朝 鮮人 マイ ノ リテ ィヘ の差別 を懸 念す る。 朝

鮮学校 を含むイ ンター ナ シ ョナル スクール卒 業生 が日本の 大学 に入

〓
ー

■

■

－

●■ ㍑ 学することへの制度的な障害のいくつかを取 り除く努力が行われて

いるが、朝鮮語による学習が認められていない、および在日朝鮮人

生徒が上級学校への進学に関 して不平等な取扱いを受けていること

を懸念す る。この点 におけるマ イノ リテ ィの差別 的取扱い を撤廃 し、

公 立学校 におけ るマイ ノ リテ ィの言語 による教 育を受 ける機 会を確

保 するため 、適切な措 置 とる よ う勧告 する。」

次回の報告書提出締切りは2 0 0 3 年 1月である。

21世紀 は子 ども市民がつ くる J

一第 1 国子 ども・ N P O 全国フォーラムに参加 して一

安 部 芳 絵 （早稲田大学大学院）

2 0 0 1年 3 月2 4 日～2 6 日にかけて、三重県伊勢市と鳥羽市で第

1国子 ども・ N P O 全匡lフ ォーラ ムが 開か れま した。 のべ人 数 1万

人を こえた フォー ラムは 、3 0 0 0 人 による勇壮 な ソー ラン節で は じ

まり、シンポジウムでは、北川正恭三重県知事、寺脇研文部科学省

審議官らが出席 し「2 1世紀の市民社会」 について行 i改、 N P O 、

企業の名・分 野か ら ビジ ョンが語 られま した。

2 日 目は 「少年 事件 を め ぐ って 一子 ど もた ちの心 の現 実 とは ？」

（ 講師 ：宮台真司東京都立大学助教授）、「子どもをサポー トするフ

ァシ リテ一 夕ー ワー ク シ ョップ」（講師 ：山 本克 彦生涯 学習 研究 所

S O U P 代表） などの セミナー が行われ ま した。 セミナー と平 行 し

〓
－
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●■ 誤 て子どもだけが参加できる「子ども会議」も 1 日に5度って行われ、

子 どもだ けでも これだ けできる んだぞ 、とい うエネル ギー を見せ つ

けて くれ ま した 。夜 は 「大野外 交流会 」があ り、 ファ ツシ ョンシ ョ

ー、ライ ブ、パ ラパ ラな どで盛 り上 が りま した。

3 日目はいよいよ子どもの登場です。三重県の子どもたちが中心

となって創りあげた「子ども会議」や「大野外交流会」に続き、子

ども のパ ワー を感 じさせ て くれたの が 「子 どもサ ミ ッ ト2 1」 で し

た。サ ミ ッ トには ドイ ツか ら子 ど もの権利 の活動 を して いる 「ク レ

ツツ アー のパ ウラ とメ タも参加 し、日本の子 ども たち ととも に、ま

さに2 1世 紀 は子 ども市民 がつ くる時代だ と感 じさせ て くれ ま した 。

千乗県立小金、東葛飾、回廊台高校の
卒業式を生徒たちと共に考える

－ 3・4 緊急市民集会の報告一

米 田 修 （干菓子どもサポー トネッ ト代表世話人）

3 月4 日相市中央公民館で、当ネッ ト主催の緊急市民集会を6 0 名

余りの参加者 で開 いた。 これは 同3 校の 卒業生 らが、2 月 1 4 日県教

育委員会宛に「卒業式の日の丸掲揚・君が代斉唱の完全実施を求め

た職務命令（1月 5 日、県教育長通知）の撒国を求めた請願書」を

提出し、同委員会事務局・学校長との交渉状況・結果を地域社会に

報告 し、彼らの活動を支援するために行った。

3 月 7 日、 8 日に行 われ る3 校 の卒 業式 まで の限定 され た時 間 と、

交さ歩相手が校 長だ けで はな く県 教委 とい う行政 機関 を直接対 象と し

たの で、手 さ ぐりの取 り組みで した が、請願書 自体の 内容も さる こ

とな が ら、 その交渉 も彼 らだ けで行 い素晴 ら しいもの だった。

集会当日、3 校の高校生たちは、「卒業式について教師や親と話

し合 って きた 。 この よ うな 3 校 の 自主 ・ 自立の精 神を壊 して しま う

命令 で はな く、 これ までの 話 し合い の結 果を 尊重 して欲 しい 」、 ま

ぱ
玉県立所沢高校の卒業生 （現在大学生）は、『この問題につい

子ど もの権 利 条約 第 55 号・ 20 01年 4 月20 日号

て、私 たち卒 業生 ら 1 8 9 名 は、 日弁連 に対 して人 権享紋済の 申 し立

てを行ったが、「当時の学校長の行為 は、意見表明権・参加権を侵

害した もので あ り、子 どもの権 利 条約第 1 2 条 に違反 す る」 等 の内

容の要 望 書 を 1月 2 6 日 に出 して くれ た 。意 見 表明 とい うも の は、

大人が説明する義務を課している。生徒自身がこの問題を深めて欲

しい』等 との報 告 があ った。会 場 か らは、『今後 この 間題 の芽 を ど

う残 してい くのか 。持続 して い くこ とが大切 。ど う拡 げてい くか 。

行政 は嵐 が過ぎるの を待 っている 。 しつ こ くあ き らめ ない で言 って

いくことだ。』等 の彼 らを支援す る発言 があ つた。

最 後 に県 教委 らに対 し、請願 にこめ られた高 校生 たちの 思いや 意

見を誠実に受けとめ、請願を委員会会議で審議 し、命令ではなく彼

ら高 校生 と話 し合 いによ って、 回答 される ことを要望 する 「集会 ア

ピール」を採択 し、3 校校長と県教委あてに送付した。



C A P の 雄 和 学 習 一子どもにふれあう私達の権利意識一

安 藤 由 紀 （PEA C E C A Pプロジェクト）

19 9 1年、わた しは子ども時代に性的虐待を受けた、成人女性の

ための 自助 グルー プ の フ ァシ リテ一 夕 ーを して い ま し7こ。そ して

1 9 9 4 年に子どもへの暴力を防止するためにグループC A P をたち

あげま した 。

家族や親 戚か らの虐待 ほど他 人に うちあ けに くく、発見 がむず か

しく、加害者の圧倒的優位な立場に巻き込まれて、子どもは「自分

がわる か った 」「自分 はも う汚れ て しま った」 と思 い込 み、恋 愛や

結婚、出産、夫婦関係、子育てにまで広 く影響窄及ぼして しまう現

実があ ります 。

今でこそ、葛飾区、川崎市、次いで狛5エ市と、教育委員会の提案

によ って学 校現場 に導入 でき る ことにな りま した が、日本 では 「虐

待」というテーマを学校で子ども達に語り、しかも教職員以外の民

間のN P O の人 々 によ って授 業が 行わ れる とい う ことは 、今 まで考

えられない事 で した。

けれど、当時3 人のメンバーによって結成されたグループC A P は、

ワークショップでは無意識のうちにお母さん役割や教条的な先生に

にな つて しま う事 の危険性 に気付 いていま した。

子 どもワー クシ ョップで は、性的 暴力以外 にも い じめ や誘拐か ら

いかに子 ども自身が危険を察知して、権利意識をふまえた上で身を

守るか とい う、危機 的状況へ の察矢口や、人 に言 い に くい虐 待を うち

あけ る ことの大 切 さを く り返 し話 し続 けてゆ きます 。 た った 5 0 分

のワー クシ ョップの 中で、子 ど もの疑問や 意見 に子 ども の目線 に添

いながら、子ども自身の言葉にな らないいやな感覚を私達が察知で

きる かど うか という緊張 にせま られ る時間 でもあ るのです。

シナ リオを暗記 し、スタイ ルだ けで きあが ればそ れで 1人 前 とい

うわ け では あ りません ．。 性被 害以 外 にも 、個 別の 子 どもの抱 え る

多くの間置喜、例え ば一人親 の子 どもへの権 利、在 日外国 人 と しての

子どもの権 利、障害 をもつ子 ども 、ホモ セク シュアルの 子 ども 、同

和問題 、あ りとあ らゆる差 別にた いする敏 感な感 受性 を磨 きつ づけ

ることが求め られます 。

また私たち 自身が どこか に、人 に対す る差 別意識 をも って いた り、

あま りに悲 惨な出来 事 か ら目をそ らそ うとす ると、聞 きた くな い と

いう無意識が壁にな って子どもに向き会えない状態を作 ります。反

対に自分の身に覚えのある、似たような被害体験を持つ子どもには

妙に思い入 れが強 くな り、出来な い約束 まで交 わ して しま う結果 に

もな りかね ませ ん。

子どもの権利を伝えるという役割は、実は私達大人がどれだけ自

己研 鎖 し、 自分の傷 に気付 き 、成 長で きる かとい う覚 悟の上 に成 り

立っています。けれど私達大人の限界点を見せつけられるような、

子どもの感 情や疑 問にそ れて しま う答え 方 にどう、本 人が気づ いて

ゆくか、課題を抱えた活動でもあるのです。

この4 月 か ら、P E A C E  C A Pプロジェクトと名前を改め、今まで

の反省点を振り返り、防止教育以外にも、治療や研修のできる交流

する場 と して、 この度調布 市 に事 務所 を構え ま した 。内容 に関 して

は0 4 2 4 －9 0 －0 9 0 0 まで御 問い合わ せ くだ さい。

2 0 0 0 年虚子 どもの権利条約ネッ トワー ク第2 期学習講座
ノく′ ′ ト ′〝 告 辞 社 員 詑 ＜ 、 ‡メ、 ′ ≠ く

第1回（2 ／2 ）

子どもの性搾取・性虐待をな くすために

～横浜国際会議にむけて～

講師 ：坪井眞規子さん（エクパット・ジャパン・関西）

2 0 0 1年 1 2 月 1 7 日－ 2 0 日に、横 浜 で 「第 2 国子 どもの商 業的

性搾取に反対する世界会議」が開催されます。 1 9 9 6 年 8 月にスウ

ェーデ ンのス トックホル ムで開催 された第 1 国会 議以 降、世界 各国

で子どもの商業的性搾取の問題の改善に向けた取 り組みが広がって

います 。 日本 では 、 1 9 9 9 年5 月に 「子 ども買春・ 子 どもポル ノ禁

止法」が成立、同年 1 1月に施行され、ようやく子どもの性虐待に

対する取 り組み が始め られたも のの、 日本で はとか く性 に関 する話

題を公に議論することが少なく、対策は遅れています。学習講座第

1 回 目はワー クシ ョップを交え なが ら、問題点 と重要 な視点 につい

て学習 しま した。

響く芳、 噂 …≡ 宕容 螢 …≡ ぢ 、 謹賀 苧ぎ ∧望 騨 魯 ミ′ナ 鍛 、至＼ 屯′ 穴h 確〉 滞 呼 モモと 専 プ 榔 疑 辞 しさ 、、～ 払

問題点としてはまず第一に、前

述した 「子 ども買春・ 子 どもポ ル

ノ禁止 法」 が、子 ども ポル ノを見

る側の 視点 か らつ く られ たもの だ

とい う点が 、そ して第二 には 、子

どもの商業的性搾取を、「淫行 ＝道徳に反する」が故に規制すると

いう文 脈で語 られてい る点があ げ られ ま した。

子どもの商業的性搾取を「道徳に反するもの」という視点で見る

と、道 徳 に反 するも のと反 しな いもの との 区別が非 常 に難 しくな る

と同時に、これらは「大人の健全な性道徳観」から見る＝大人の視

点によるもの とな り、た とえ子 どもが傷つ いても大 人の感 覚で道徳

に反するものとはいえないと判断された場合には、子どもを救済で

きな くな ります。

この問題を考える上で重要になるのが、「子 どもへの権力 5監用と

人権侵害」という視点です。この視点ならば、子どもへの被害

子 どもの権 利 条 約 第 55 号・ 200 1年 4 月20 日号

芝』



無によ って 問j題を提 え るこ とが でき、 性搾取 を規制 する ことができ

ます。重要な の は当事者 である 子 とも が実際 に被害 を被 って いる と

感じるかど うか、 とい うことなのです 。

子 どもポル ノは、 明 らか に子 ども に対 する性虐 待、権利 侵害であ

り、子 ども 自身 が虐待 を受け た、ある いは権利 を侵害 されたと感 じ

るかとい う子 どもの観 点か らの 規制が重 要であ るとい うことが、 こ

の講座 によ って よ く認識 され ま した。 （内田 塔子）

第2 回（2／9 ）

条約入 門 ワーク シ ョップ

～世界の子どもから学ぶ～

ファシリテ一夕ー ：甲 斐 田 万 智 子 さ ん （国際子ども権利センター）

学習 講座 では 、まず アイ スブ レ

ーキ ンク を した のち 、子 どもの 権

利ついての 16 の質問が書いてあ

るシー トが全員 に配 られ、答 を知

つている人 を捜 して 、手 元の表 に

答をタテ、 ヨコ、ナ ナ メ、いず れか 4 つをそ ろえる 「地 球市民 ビン

コ」 ゲー ムが 行わ れ ま した 。「南 ア ジアで親 の借 金の カ タに働 かさ

れている子どもの数は、 A 2 0 万人、B 2 0 0 万人、 C 2 0 0 0 万人 ？」

（ 正 解 はC ！）。「子 ども の権 利 条約 は全 部 で何 条 ？」（ご存 じで す

か？） な どな ど、 フ ァシ リテ一 夕ー甲斐 田さん みずか ら作成 された

問題に、参加者同士交流を深めながら子どもの権利について、南の

子ども たち につ いて 、基本 的な知識 を楽 し く身につ けていき ま した。

次に、 5 人ずつで4 つのグループを作 り、南の国で働く子 どもた

ちを支 援する プ ロジ 工ク ト案が示 され 、各 グルー プで独 自にそ の優

先順位 を考え るとい う課 題に取 り組み ま した。

書売み書き教室を開く、労働組合を組織する、子どもの権利を教え

る、職業訓練をする、児童労働についての情報提供する、活動する

子どもたちが出会う機会を提供する、等々9 項 目を各グループが話

し合い、それを模造紙に書き出 して、なぜ順位を決めたかなど発表

をしあい ま した。 この過程 で、参加 者 はみな N G O の メンバー にな

つた気 持ち にな って 、子 どもたち の状況 やプ ロジ 工ク トの効果 を真

剣に考 えま した 。

各グループの発表について意見交換をした後、甲斐田さんから、

実際 にイ ン ドでス トリー トチル ドレン を支 援 している N G O 「バタ

フライ ズ」の 取 り組 みが紹介 され ま した 。ち ょうど グループ課題 の

模範解 答を聞 くよ うな形 とな り、その意義 が とてもよ く理解 できた

と思 いま す。「バ タフ ライズ 」で は、働 く子 ども たち を悪 い形の 搾

取から守る、 職業訓 練を する、子 どもが 自分た ちで運 営する事業 や

組合の組織 化 を支 援す るなど を している そ うです 。

また 、ペル ー、 コロ ンビアや セネガル で同様の 活動 を して いる N

G O の 紹介が あ りま した 。日本の子 ど もたち について も、世界の 子

どもたち の活動 と比 べ ると も っと組織 化 されて よいの で はない か、

とい うことで した。

この 日は、事前 予約者 8 名 を含め約2 0 名の参加 があ りま した。

（藤 井 幸手夫 ）

第3 回（2／1 6 ）

グローバ リゼー シ ョンで侵害 され る

子どもの権利

講 師 ：大河 内秀人（アーユス仏教国際協力ネッ トワーク事務局長）

今、世界 を席 巻 して いる 「ク ローバ リゼー シ ョン」 と い うの は、

大国 の利益 を守 ろ うと して いるも ので 、「環 境破壊 や

子ど もの権 利条 約 第 55号 ・ 200 1年4 月2 0 日号
ぽ；…≡

金融崩壊、経済破産をもたらすも

ので しか ない」 と講師 自 らの経 験

から熱 っぽ く訴 え ま した。「難 民

とい うの は西 側 陣営 にと って都 合

の良い存在だった」という講師の

言葉 はシ ョックで した 。

そ して、国際社会での「援助大国日本」の立場、役割というもの

を改めて認識させ られたのです。わが国がO D A で格好良くば ら撒

いて いる大金 は 「私 たち や子 ども たち に大 きな つけとな って返 って

くる ことを知 らな ければな らない」 と講師 は鋭 く指摘 し警 鐘 を鳴 ら

しま した 。

最後 に、現場 を見 てきた ばか りの 生々 しいパ レスチナ か らの報 告

は受講 者 にシ ョックと驚 きを与え ま した 。日本 の我々 はあま りにも

パレスチナ問是副こ無 関心、無 矢口で あ つた ことを知 らされ ま した ．民

族・宗教戦争ではな く「領土・人権問題」なのだという講師の指摘

に目を改め て開 かされた思 いが しま した 。受講 者も 時間も忘 れて

集中 した講座で した。 （藤木 武夫）

第4 回（2 ／2 3 ）

子 どもの参加 をど う支 えるか

～地域・学校・市民団体などで実践的な課題を探る～

講師 ：喜多明人（N C R C 代表、早稲田大学教授）

子 どもの権 利条約 ネ ッ トワー ク

（ 以下 N C R C ）は、子どもの参

加・ 意見表明 の保 障を 目的と して

1 0 年間活動 してきた。活動を始

めた き っか けは 1 9 8 9 年 に国連 で

・ 制定された子どもの権利条約であり、準備期間を経たのち 19 9 1年

にN C R C は設立された。今年の2 0 0 1年 1 1月で丸 1 0 年活動 してき

た ことになる。

10 年前の市民団体のイメージは行故に対する要求団体であった。

しか し9 0 年代後 半以 降 、要求 す るだ けで はな く市民団 体 自 らが 行

故 に代わ る活動 を行 うよ うにな って きた 。N P O が 学び の場 を提 供

し、学校 現場 の一 部を担 うよ うにな り、行政 とN P O の 協働 が注 目

され るよ うにな って きた。 これは行政 にで きない ことを民 間が やる

とい うことで 、フ リー スペー スや子 ども虐待 防止な どに取 り組 む子

ども N P O の活動の場が広がってきた。 N C R C はそ うした状況を背

景 に して、直接 子 どもを支援 し工 ンパ ワメ ン ト（力 をつ ける） する

こ とを 目的に して活動 をすすめて きた。

活動を根付かせる上で大事なのは、おとなが活動を仕向けるので

はな く、子 どもや若者 の動 きそのもの を本人 たち 自身か ら起 こすこ

とであ る。

例え ば、この4 月か ら施行 される 「川 崎市子 どもの権利 条例 」は、

9 名の 子 ども と共 に作 ったもの であ り、お とな との協 働作 業 によ っ

て対 話を 重ねた こ とで子 どもの 視点 が盛 り込 まれ る こと にな った。

現在 ではさ らに子 ども達 自身 か ら、条 例を広 め る活動 が進め られて

いる 。こ う した社会参 加によ って、子 ども 自身 が自分 に対す る信 頼

感や世代 と して の自信を取 り戻 し、そ こか ら前 向き に参加 して い く。

こ う した取 り組 みは今後 さらに重要 にな って くる だろ う。

その ため には、お とな は何 がで きるの かを常 につき つめて い くこ

とが大切である。子ども自身の居場所を作るためにも、家庭や学校

だ けではな く、地域社 会へ子 ども がも っと参加 してい ってい いと思

う。 （林大介 ）



「 子 どもの権利 条 約 フ ォー ラ ムh あ お も り」 阿催 に何 もナて

1 5 年ぶ りの大雪だった青森の街は今、4 月下旬 に予想される桜

の開花を待ち望んでいるところ。この街で子どもの権利条約関連の

アクシ ョンを起 こ しても う8 年 にな る。相変 わ らず、子 ども の世界

を想像 する力 が欠 けて いるの はど こも 同 じら しい。

さて、2 1世紀最初の子どもの権利条約フォーラムを、本州最北

端の青森県で開催するための準備委員会が去る3 月 8 日に発足 した。

教育1幾関や福祉団体、子育てサークル、子ども劇場なども含めた準備

委員会は、大学教員、弁護士の2名が代表。今後より広範な関係団体、

さ と う ひ で き （現地準備委員会事務局）

個人 の参カロを呼びか け5 月 1 日（火）に は実行委員会 を組織 する。

フ ォー ラム は 1 1月 2 4 日（士）～2 5 日（日）の2 日間 、今春青森 駅

前に誕生 した青森市男女共同参画プラザを中心会場として開催の予

定。できれば晩秋の、願わくば雪の降っている青森の街で皆さんを

お迎 え した いナ…。

今後 、 本 フ ォーラ ム まで 5 同程 度の プ レ・ フ ォー ラ ム（学 習 会）

を積 み上 げ、子 ども に関 しての新 たな ネ ッ トワー クづ くりも めざ し

ていきたい 。

－ドイ ツ・ ク レッツアー来 日記 念 イベ ン トー

「 ここがおか しい選挙権年齢 JJ」を問催

3 月2 8 日、渋谷 の東京 ウ イメンズ プラザ にて、R ig h ts とN P O 法

人子 ども劇 場全 国 セン ター によ り「こ こがお か しい選挙権 年歯糾 」が

開催 さ れた。 ドイ ツの 若者 によ る団 体、 ク レ ッツ アーの 1 6 歳 二人

の来 日を記念 した、若 者のj牧治 参カロの あ り方 を考 える イベ ン トだ 。

来 日 した のは ポーラ・セル 、メタ・ ステ ファンの二人 。「皆 かつて

は子 ど もだ った」と ポーラ は言 う。 自由 やデモ クラ シー を幼年 時代

に経験 しな ければな らぬ、 そ う主張 するのだ 。

政治に無関心な著者が増えていると言われる。「選挙権は基本的

人権 の 一 つ。 生 まれ た 時か らそ の権 利 を有 す ると い う状況 に した

い」。 ク レッツ アー が選 挙 権年齢 撤廃 を訴 える のは こ う した理 由 に

よる。選挙権を有さないことで政治への興味が∋専れ、そのために選

挙権を有せない、その悪循環を断とうと立ち上がった若者たちが、

メタであ り、ポー ラである。

「日本の教育現場では、政治システムは教えるが現実政治は教え

ストップ J い じめ、虐待一子 どもの悩みを受けとめる

『子 ど もオ ンブ ズパ ー ソ ン
一子 どものS O S を受け とめて－ 』

喜多明人・吉田恒雄・荒牧重人・黒岩哲彦編

日本評論社 定価 19 0 0 円

匹子どもは待てない

自分 の権利 が侵害 され ていても 、相談 する こともで きず に苦 しん

でい る子 どもたち 。勇気 を持 って相 談 しても効果 的な解 決策 をと っ

ても らえな い子ど もたち。 自分の権 利が侵 害さ れてい るこ とす らわ

からず放 置され ている子 どもた ち。

い ま、 お となた ちが 気づ かな い まま に、子 ど もた ちが S O S を発

して います。 でも、気 付か なか ったでは済 まされ ません 。子 どもの

とき にこそ、蔓紋済 し、心の傷 を癒 してお くこと 、そ の ことな しに人

間的な 回復 はな された とはいえな いか らで す。

空地域、自治体か らの権利救済

そのような子どもの現実を正面から受けとめて、市民、市民団体

松 原 恵 （大学生）

ない、 ドイツで はど うか」。 コーデ ィネー ター を務 めた R ig h t s 幹事

小林庸平の質問に対 し、メタは「生徒の意見交換が活発であり、そ

の前 提 矢口識 は与 え られ る 」と 答 え る 。 また 、 パ ネ リス トの 一 人 、

R ig h ts幹事林孝一は、「結果云々ではなく権利として（選挙権保有

は）認め られ るべ き」と発言 し、メ タも また 、「権利 を保 有 する こ と

が重要 なのであ り行使 するか否 かは個人の 問定則 と言 う。

会場からの質疑も盛んであった。「国の政治を通 じずに社会に働き

かけることは可能だ。子どもに選挙権を与えても、その投票が親の影

響下 に置 かれて しまうことも十分 に考 え られる」 とい う参加者の発言

には、「可 能性 と して権利 を保有 することが重要であ って、生 じ得るデ

メリッ トとメ リッ ト、どち らが重いかを考えてほ しい」と訴えた。

「許可された者のみ投票する」現状から「したい者が投票できる」制

度へ 。風土 の違い を超え ここに一 つの交 流が生 まれた ことを、決 し

て単 なる「イベ ン ト」に留 ま らせて はな らな い。

が動 き始め、これに呼応 して 自治体 も動 き始めて います。本書で は、

いま取組みが開始されている川西市の「子どもの人権オンブズパー

ソン条例」 など 自治 体 レベ ルの実 践やチ ャイル ポライ ンなどの市 民

N G O レベ ルでの実践などを紹介 し、子 ども たちにと って身近な地域、

自治体か らの相談 、救済 活動 の固有な意義 を明 らか に していきます。

田目 次

1 子 どもオンブズパーソンの開拓的実践

＜ 川西市・子 どもの人権オンブズパーソン＞

2 各地で取 り組む子 どもオンブズパーソン活動

＜ 神奈川・東京・川崎・北海道・愛刃］＞

3 子 どもの相談・救済活動 をつなぐ

＜ 児童相談所・保健所・児童館・学校 ・

子どもの人権専門委員・ 弁護士会 ＞ ●

■
4 子 ども ホ ッ トライ ン・ チ ャイ ル ドラ イ ン ， ●

8H■た
＜ 奥地圭子・牟田悌三・保坂展人ほか＞

●
5 子どもオ ンブズパーソンの国際的動向＜ ノルウェーほか＞

6 子どもの権利救済のこれか ら＜ 荒牧重人 ＞
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■

2 0 0 1年 2月一｝3 月

N C R C が後援・賛同・協力 し、参カロしたイベン ト・会合

などを掲載 しています。

※ 「O 」は、事務所 開設 日（月・ 金／ 13 ：00 ～ 18 ：0 0）

「 第2 回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」が開催されますJJ

ュら巳

この 会議 は、 1 9 9 6 年8 月2 7 日か ら3 1 日まで 、ス トックホル ム

にお いて開催 され た第 1 国世界 会議の フ ォローア ップと して行 うも

のです。第 1国世界会議には 12 2 力国、約2 0 の国際機関、N G O 関

係者 等、約2 0 0 0 人が出席 し、「宣言」及び「行動のための課題」

が採択されま した。

この会議では、第 1回世界会議において採択された「宣言」及び

「 行動のための課題」の実施状況を評価するとともに、「児童ポルノ」、

「 児童の性的搾取からの予防、保護及び回復」、「児童の トラフ イッ

キンク」、「民間セクターの役割と関与」、「立法と法執行」及び 「性

的搾取者」を主要テーマとして、児童の商業的性的搾取の根絶に向

けた活動強化の方途について話し合われる予定です。

（外務省ホームページhttp ：〝肌〃Ⅵ∧／．m Ofa ．g o．jp／m ofa j／g aiko ／C Se C O l

パnd e x．ht m lよ り引用 ）

＝ユースレター5 4 弓お詫 びと訂正

5 4 号2 頁～3 頁執筆の要友紀子さんの肩書きは、什有害社会環

境」の規制を問いただす青年会議』の誤りで した。関係者の方々

に多大 なる ご迷 惑をお かけ した こ とをこ こにお詫び し訂正 させて

いただ きます。 （ニ ュー ス レター編集 担当 内田）
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★発 行 （隔月刊）

子ども の権利 条約 ネ ッ トワー ク

N etw o rk fo「 the C o nventio n  o n  t h e

R ig h ts o f t h e C h ild

〒105・0022 東京都港区海岸 ト6－1－8 3 1
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（ 事務所受付時間／月・金 13 ：0 0～ 1 8 ：0 0 ）
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★発行人 喜 多 明 人

★編集人 内 田 塔 子

★年会費 4 0 0 0 円 学生2 0 0 0 円

1 8 歳未満 10 0 0 円

定期購読4 0 0 0 円

＊郵 便振 替 0 0 1 8 0 －2 －7 5 0 1 5 0

★印 刷 ㈱ 第 一 プ リン ト

2 金 ○ ・第 2 期学習講座＃ 1

3 土 フリースクール全国ネ ットワーク設立総会

5 月 ○　 第 9 国運営委員会

9 金 ○　 第 2 期学習講座＃2

1 5 木 第2 期学習講座＃3

16 金 ○

1 7 土 イベン トのための第三国企画会議

1 9 月 ○

2 3 金 ○　 第 2 期学習講座＃4

2 6 月 ○ 児童の商業的性的搾取に関するシンポジュウム

第2 回世界会議に向けて （外務省、ユニセフ主催）

2 金 ○

5 月 ○　 事務局会議

8 木 「児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」に関する

第3 回懇談会 （日本ユニセフ協会主催）

9 金 ○　 イベン トのための第四国企画会議

12 月 ○

13 火 第 10 国運営委員会

16 金 ○

19 月 ○

2 3 金 ○

2 4

i

土 第 1国子 ども N P O 全国フォーラム （子ども劇場全国

センター ・三重県子ども N P O センター、三重県共催）

‘2 6 ‾月 ○

2 8 水 ク レツツアー来 日記念イベン ト～ここがおかしい選挙

権年齢 J／ （R ig h ts ・子ども劇場全国センター主催）

3 0 金 ○　 イベン トのための第 5 回企画会議


